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�愛媛県告示第６６号
次の診療所は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８

号）第１条第１項の規定による救急診療所である。

令和２年１月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和２年１月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

（仮称）ドン・キホーテ
四国中央店

四国中央市寒川町４２
６番地１

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

午前９時から午後８
時まで

株式会社ドン・キホ
ーテ
午前８時から午前３
時まで
株式会社木村チェー
ン
午前９時から午後８
時まで

令和２年
３月１２日

令和２年
１月２０日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時３０分から午
後８時３０分まで

午前７時３０分から午
前３時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに四国中央市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 救急診療所の協力申出…………………………………………………………………………………………………………………………………（医療対策課）……４０

○ 大規模小売店舗を設置している者の変更の届出の概要等…………………………………………………………………………………………（経営支援課）……４０

○ 保安林の指定の解除……………………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）……４１

○ 道路の区域変更（一般国道３１９号）…………………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）……４１

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………………………………………………………………………（中予地方局地域福祉課）……４１

○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……４１

○ 介護老人保健施設の廃止…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……４１

○ 指定居宅サービス事業の廃止……………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……４２

○ 道路の区域変更（県道砥部伊予松山線）……………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）……４２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……４２

○ 道路の区域変更（県道松山東部環状線）……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……４２

○ 道路の区域変更（県道後柿之浦線）…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）……４３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……４３

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

西本医院 上浮穴郡�万高原町�万
２９２番地の６

医療法人社団マ
リナ会

令和５年
１月１８日
まで

毎週（火・金）曜日発行 第７４号 令和２年１月２８日

令和２年１月２８日火曜日 第７４号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第６８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和２年１月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

宇和島市遊子９７６の４

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由

急傾斜地崩壊防止施設用地とするため

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和２年１月２８日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第７１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和２年１月２８日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第７２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９９条第２項の規定により、次のとおり介護老人保健施設を廃止する旨の届出があった。

令和２年１月２８日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市金砂町小川山乙１８８９番１から

同町小川山２１６１番まで

旧 ５．０～１０．６ ０．１１５

新 ５．０～１０．６
３．９～４６．６

０．１１５
０．４００

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

合資会社 バモス愛媛 合資会社バモス愛媛福祉用具貸与事業
所 愛媛県伊予郡松前町浜８６２－９ 令和元年１２月１日 福祉用具貸与

合資会社 バモス愛媛 合資会社バモス愛媛福祉用具貸与事業
所 愛媛県伊予郡松前町浜８６２－９ 令和元年１２月１日 特定福祉用具販売

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

合資会社 バモス愛媛 合資会社バモス愛媛福祉用具貸与事業
所 愛媛県伊予郡松前町浜８６２－９ 令和元年１２月１日 介護予防福祉用具

貸与

合資会社 バモス愛媛 合資会社バモス愛媛福祉用具貸与事業
所 愛媛県伊予郡松前町浜８６２－９ 令和元年１２月１日 特定介護予防福祉

用具販売

愛 媛 県 報令和２年１月２８日 第７４号

４１
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�愛媛県告示第７３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和２年１月２８日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

介護老人保健施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

介 護 老 人 保 健 施 設
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人光風会 介護療養型老人保健施設エバーグリー
ン 愛媛県伊予市灘町６６番地 令和元年１２月３１日 介護老人保健施設

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 鶴寿会 指定訪問介護事業所鶴寿荘 愛媛県伊予郡松前町大字鶴吉６３５番地
１ 令和元年１２月３１日 訪問介護

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 砥部伊予松山線
伊予郡松前町大字鶴吉字西之前５２７番８地先から

同大字字新開６５９番１１まで

旧 ８．８～１４．７ ０．３８４

新 ８．８～１４．０ ０．３８４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 砥部伊予松山線
伊予郡松前町大字鶴吉字西之前５２７番８地先から

同大字字新開６５９番１１まで
令和２年１月３０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山東部環状線
松山市鷹子町８１２番から

同町８０８番地先まで

旧 ５．７～１２．３ ０．０４０

新 ７．３～１２．３ ０．０４０

愛 媛 県 報令和２年１月２８日 第７４号

４２
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�愛媛県告示第７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年１月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 後柿之浦線

宇和島市津島町大浦乙２－５ 旧 ５．２～８．５ ０．０３２

宇和島市津島町大浦乙２－５ 新 ６．６～３０．０ ０．０３２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 後柿之浦線 宇和島市津島町大浦乙２－５ 令和２年１月２８日

令和２年１月２８日 発行

愛 媛 県 報令和２年１月２８日 第７４号

４３


